
 

 

 

 

 

 

 

１ 計画策定の背景・趣旨 

本市では、誰もが住み慣れた地域で共に暮らし、自分の能力を生かして平等に社会に参加できる『共生社

会』の実現を目指して、障がい福祉施策を推進してきました。 

令和５年度末を以って、これらの施策の総合的・基礎的な事項を定めている「第２次障がい者基本計画」

及び「第６期障がい福祉計画（第２期障がい児福祉計画）」の計画期間が終了することから、次期計画の策

定時期が重なったことを契機に、より実効性の高い総合的な計画とするため、第３次障がい者基本計画と第

７期障がい福祉計画（第３期障がい児福祉計画）を一体的に策定することとしています。 

 

 

２ 計画の位置づけ 

 

 

３ 計画期間 

年 度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

障がい者計画      
 

障がい福祉計画 

障がい児福祉計画 
     

 

 

 

 

 

１ 基本理念   

 『一人ひとりが自分らしく輝き、共に生きる思いやりのまち・射水 

２ 基本目標 

① 権利擁護と障がいに対する理解の促進 ④ 保健・医療の充実 

② 自立した生活の支援及び意思決定支援の推進 ⑤ 安全・安心な生活環境の整備 

③ 一人ひとりのライフステージに沿った支援の推進 ⑥ 多様なニーズに対応した支援の推進 

区 分 障がい者基本計画 障がい福祉計画 障がい児福祉計画 

根拠法令 障害者基本法 

第 11条第 3項 

障害者総合支援法 

第 88条第 1項 

児童福祉法 

第 33条の 20第 1項 

内  容 長期的視点に立った障がい

者福祉の施策に係る総合的

な計画 

障がい者等の障がい福祉サ

ービス、相談支援及び地域生

活支援事業の提供体制に関

する計画 

障がい児等の障がい福祉サ

ービス、相談支援及び地域生

活支援事業の提供体制に関

する計画 

第３次射水市障がい者基本計画・第７期射水市障がい福祉計画（第３期射水市

障がい児福祉計画）の 概要 
 

第７期障がい福祉計画 

（第３期障がい児福祉計画） 

第３次射水市障がい者基本計画 

第８期障がい福祉計画 

（第４期障がい児福祉計画） 

【第２章】 計画の基本的な考え方 

 

【第 1章】 計画の策定の趣旨と位置づけ 

 

資料１－３ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第３章】 障がい者基本計画   

 

① 権利擁護と障がいに対する理解の促進 

○理解・啓発活動の推進 

○新改正障害者差別解消法に関する啓発 

○福祉教育・人権教育の推進 

・障がい福祉に関する市政出前講座の開催 

○権利擁護の推進 

・成年後見制度利用支援 

○虐待防止のための取組 

○新要保護児童対策協議会の開催 

○地域で支えるネットワークの輪づくり 

・射水市社会福祉協議会との連携によるボランティアセン

ター・ボランティアステーションの体制強化 

④ 保健・医療の充実 

○障がいの早期発見・早期療育 

・各種検診の実施 

・乳幼児・妊婦健康診査の実施 

○新保育園・幼稚園巡回指導及び障がい児ケース会議の開催 

○保健・医療等の充実 

・重度心身障がい者等医療費の助成 

・  

○新「子どものこころの外来」の開設 

③ 一人ひとりのライフステージに沿った支援の推進 

○インクルーシブ教育の推進 

・特別支援学級の開級及び通級指導教室の開設 

○新医療的ケアが必要な児童生徒在籍校への看護師の配置 

○新医療的ケア児の在籍する保育園への看護師の配置 

○文化芸術活動、スポーツ等の推進 

・障がい者団体が実施する文化芸術活動やスポーツ・レク

リエーション活動に対する補助 

・体験会の開催などによるパラスポーツの普及促進 

⑥ 多様なニーズに対応した支援の推進 

○重層的支援体制の構築 

○新重層的支援体制の構築 

※複雑化・複合化した支援ニーズに対応するための包括

的な相談支援体制を構築する。 

○当事者・家族への支援 

・ふくし総合相談センターすてっぷによる、ひきこもり相

談会やすてっぷカフェ家族会の開催 

○新ヤングケアラーの早期発見・早期支援 

 

② 自立した生活の支援及び意思決定支援の推進 

○相談支援体制の充実 

・計画相談支援及び障がい児相談支援の提供 

・地域活動支援センターでの相談・支援 

○  

○新 LINE を活用したオンライン市役所の推進 

○新スマート窓口の推進 

○障がい福祉サービス等の充実 

・障がい福祉サービスの提供 

・地域生活支援事業の提供 

○日中活動の場づくり 

・地域活動支援センターでの創作的活動及び生産活動の機

会の提供や社会との交流促進に関する事業の実施 

○居住支援の充実 

・在宅重度障害者住宅改善費補助金の交付 

○経済的支援の充実 

・各種福祉手当の支給 

⑤ 安全・安心な生活環境の整備 

○バリアフリー化・ユニバーサルデザインの推進 

・市道の段差解消や障害物の除去の推進 

・市道の誘導（点字）ブロックの整備 

○拡公園のインクルーシブ遊具の整備、トイレや駐車スペー

ス等のバリアフリー化の推進 

○障がい特性に配慮した防災・防犯対策の充実 

○新  

○新  

・消費生活相談の実施 

○社会参加の機会の充実 

・地域生活支援事業（移動支援）の実施 及び 障がい福

祉サービス（行動援護、同行援護）の提供 

・福祉タクシー利用券・福祉ガソリン給油券の交付 

・コミュニティバス等運賃の障がい者割引の実施 

○就労支援と就労の場の確保 

・指定特定相談支援給付・就労継続支援・就労移行支援・

就労定着支援・就労選択支援の提供 

○新農福連携の推進に向けた機運の醸成 


